
議員提出議案等 − 令和元年

発議番号 議案名等 議決結果 議決日

発議第３号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書（案） 可決 6月28日

発議第４号 地方財政の充実・強化を求める意見書（案） 可決 6月28日

発議第５号 教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書（案） 可決 6月28日

発議第６号 主要農作物（米・麦・大豆）の種子を保全する新たな法整備や条例整備と施策を求める意見書（案） 可決 6月28日
発議第７号 発達障害児の早期診療の対応を求める意見書（案） 可決 10月1日
発議第８号 日米地位協定の抜本的改定を求める意見書（案） 可決 12月18日

※ 次ページから各発議の内容を掲載しています。



令和元年（２０１９年）６月２８日 

 

 三次市議会議長 様 

 

提 出 者            

議 員  大 森 俊 和    

〃   岡 田 美津子    

〃   杉 原 利 明    

〃   澤 井 信 秀    

〃   山 村 惠美子    

〃   鈴 木 深由希    

〃   藤 井 憲一郎 

〃   新 田 真 一  

 

 

新たな過疎対策法の制定に関する意見書（案）の提出について 

 

 地方自治法第９９条及び三次市議会会議規則第１４条の規定により，上記意見

書（案）を次のとおり提出する。 



提 出 先 

内閣総理大臣       安 倍 晋 三  様 

総務大臣         石 田 真 敏  様 

財務大臣         麻 生 太 郎  様 

農林水産大臣       𠮷 川 貴 盛  様 

国土交通大臣       石 井 啓 一  様 

 

発議第３号 

 

 

新たな過疎対策法の制定に関する意見書（案） 

 

過疎対策については，昭和４５年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来，４

次にわたる特別措置法の制定により，総合的な過疎対策事業が実施され，過疎地

域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。 

しかしながら，依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し，また，森林管理の

放置による森林の荒廃や度重なる豪雨・地震等の発生による林地崩壊，河川の氾

濫など，極めて深刻な状況に直面している。 

過疎地域は，我が国の国土の過半を占め，豊かな自然や歴史・文化を有するふ

るさとの地域であり，都市に対する食料・水・エネルギーの供給，国土・自然環

境の保全，いやしの場の提供，災害の防止，森林による地球温暖化の防止などに

多大な貢献をしている。 

過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は国民共有の財産であ

り，それは過疎地域の住民によって支えられてきたものである。 

現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和３年３月末をもって失効するこ

ととなるが，過疎地域が果たしている多面的・公益的機能を今後も維持していく

ためには，引き続き，過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し，

住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要である。 

過疎地域が，そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として

健全に維持されることは，同時に，都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活



に寄与するものであることから，引き続き総合的な過疎対策を充実・強化させる

ことが必要である。 

よって，新たな過疎対策法の制定を強く要望する。 

 

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和元年（２０１９年）６月２８日 

 

三 次 市 議 会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



令和元年（２０１９年）６月２８日 

 

 三次市議会議長 様 

 

提 出 者            

議 員  大 森 俊 和    

〃   岡 田 美津子    

〃   杉 原 利 明    

〃   澤 井 信 秀    

〃   山 村 惠美子    

〃   鈴 木 深由希    

〃   藤 井 憲一郎 

〃   新 田 真 一  

 

 

地方財政の充実・強化を求める意見書（案）の提出について 

 

 地方自治法第９９条及び三次市議会会議規則第１４条の規定により，上記意見

書（案）を次のとおり提出する。 



提 出 先 

内閣総理大臣       安 倍 晋 三  様 

財務大臣         麻 生 太 郎  様 

総務大臣         石 田 真 敏  様 

経済産業大臣       世 耕 弘 成  様 

内閣官房長官       菅   義 偉  様 

内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

茂 木 敏 充  様 

内閣府特命担当大臣（地方創生，規制改革，男女共同参画） 

片 山 さつき  様 

衆議院議長        大 島 理 森  様 

参議院議長        伊 達 忠 一  様 

 

発議第４号 

 

 

地方財政の充実・強化を求める意見書（案） 

 

地方自治体は，子育て支援策の充実と保育人材の確保，高齢化が進行する中で

の医療・介護等の社会保障への対応，地域交通の維持等，果たす役割が拡大する

中で，人口減少対策を含む地方版総合戦略の実行やマイナンバー制度への対応，

大規模災害を想定した防災・減災事業の実施等，新たな政策課題に直面している。 

一方，地方公務員をはじめとした公的サービスを担う人材が限られる中で，新

たなニーズへの対応と細やかな公的サービスの提供が困難となっており，人材確

保を進めるとともに，これに見合う地方財政の確立をめざす必要がある。 

政府の「骨太２０１８」では「（地方の）一般財源総額について２０１８年度

地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保する」とされ，２０

１９年度の地方財政計画でも，一般財政総額は６２兆７，０７２億円（前年比＋

１．０％）となり，過去最高水準となった。 

しかし，一般財源総額の増額分も，保育の無償化等の国の政策に対応する財源



を確保した結果であり，社会保障費関連をはじめとする地方の財政需要に対応す

るためには，さらなる地方財政の充実・強化が求められている。 

このため，２０２０年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては，歳入・歳

出を的確に見積もり，人的サービスとしての社会保障予算の充実と地方財政の確

立をめざすことが必要である。このため，政府に以下の事項の実現を求める。 

 

１ 社会保障，災害対策，環境対策，地域交通対策，人口減少対策等，増大する

地方自治体の財政需要を的確に把握し，これに見合う地方一般財源総額の確保

を図ること。 

 

２ 子ども・子育て支援新制度，地域医療の確保，地域包括ケアシステムの構築，

生活困窮者自立支援，介護保険制度や国民健康保険制度の見直し等，急増する

社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保及び地

方財政措置を的確に行うこと。とりわけ，保育の無償化に伴う地方負担分の財

源確保を確実に図ること。 

 

３ 地方交付税における「トップランナー方式」の導入は，地域によって人口規

模・事業規模の差異，各自治体における検討経過や民間産業の展開度合いの違

いを無視して経費を算定するものであり，廃止・縮小を含めた検討を行うこと。 

 

４「まち・ひと・しごと創生事業費」として確保されている１兆円について，引

き続き同規模の財源確保を図ること。 

 

５ ２０２０年度から始まる会計年度任用職員の処遇改善のための財源確保を図

ること。 

 

６ 森林環境譲与税の譲与基準については，地方団体と協議を進め，林業需要の

高い自治体への譲与額を増大させるよう見直しを進めること。 

 

７ 地域間の財源偏在性の是正のため，偏在性の小さい所得税・消費税を対象に



国税から地方税への税源移譲を行う等，抜本的な解決策の協議を進めること。 

  同時に，各種税制の廃止，減税を検討する際には，自治体財政に与える影響

を十分検証したうえで，代替財源の確保をはじめ，財政運営に支障が生じるこ

とがないよう対応を図ること。 

 

８ 地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化を図り，市町村合併の算定

特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握，小規模自治体に配慮した段階補

正の強化等の対策を講じること。 

 

９ 依然として４兆円規模の財源不足があることから，地方交付税の法定率を引

き上げ，臨時財政対策債に頼らない地方財政を確立すること。 

 

１０ 自治体の基金残高を，地方財政計画や地方交付税に反映させないこと。 

 

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和元年（２０１９年）６月２８日 

 

三 次 市 議 会  

 



 

令和元年（２０１９年）６月２８日 

 

 三次市議会議長 様 

 

提 出 者            

議 員  竹 原 孝 剛    

〃   保 実   治    

〃   桑 田 典 章    

〃   横 光 春 市    

〃   黒 木 靖 治    

〃   弓 掛   元    

〃   藤 岡 一 弘 

 

 

教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書 

（案）の提出について 

 

 地方自治法第９９条及び三次市議会会議規則第１４条の規定により，上記意見

書（案）を次のとおり提出する。 



 

提 出 先 

内閣総理大臣       安 倍 晋 三  様 

財務大臣         麻 生 太 郎  様 

総務大臣         石 田 真 敏  様 

文部科学大臣       柴 山 昌 彦  様 

衆議院議長        大 島 理 森  様 

参議院議長        伊 達 忠 一  様 

 

 

発議第５号 

 

 

教職員定数の改善及び義務教育費国庫負担制度拡充に係る意見書（案） 

 

 １月２５日，中央教育審議会は，「学校の働き方改革」について文部科学大臣に

答申を行った。答申では，教員の勤務時間の把握をはじめ，学校の業務のうち１

４項目について教員の業務軽減を求めている。また，文部科学省が策定した「公

立学校の教師の勤務時間の上限に関するガイドライン（上限ガイドライン）」は，

「公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与に関する特別措置法（給特法）」のも

とで勤務時間管理が不十分であった学校現場に時間外勤務の上限目安を設けるこ

とで，長時間労働の縮減を図ろうとするものである。 

 「学校の働き方改革」の推進は，教職員の心身の健康を守ることとともに，子

どもたちへのゆたかな学びを保障することにつながる。「上限ガイドライン」はあ

くまで規制をかけるものであり，教職員定数改善や業務削減が伴わなければ「働

き方改革」につながらない。これには，自治体だけでは限界があり，国の施策と

して法改正や財源保障が不可欠である。 

 義務教育費国庫負担制度については，小泉政権下の「三位一体改革」の中で国

庫負担率が２分の１から３分の１に引き下げられた。自治体間の教育格差が生じ

ることは大きな問題であり，子どもたちが全国のどこに住んでいても，一定水準

の教育を受けられることが憲法上の要請である。  



 

 よって，国会及び政府においては，地方教育行政の実情を十分に認識され，地

方自治体が計画的に教育行政を進めることができるように，次の措置を講じるよ

う強く要請するものである。 

 

１ 計画的な教職員定数改善を推進すること。 

 

２ 教育の機会均等と水準の維持向上を図るため，義務教育費国庫負担制度の負

担割合を２分の１に復元すること。 

 

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和元年（２０１９年）６月２８日 

 

三 次 市 議 会  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

令和元年（２０１９年）６月２８日 

 

 三次市議会議長 様 

 

提 出 者          

  

議 員  助 木 達 夫 

〃   池 田   徹    

〃   亀 井 源 吉    

〃   宍 戸   稔    

〃   新 家 良 和    

〃   齊 木   亨    

〃   伊 藤 芳 則    

〃   片 岡 幸 治    

 

 

主要農産物（米・麦・大豆）の種子を保全する新たな法整備や 

条例整備と施策を求める意見書（案）の提出について 

 

 地方自治法第９９条及び三次市議会会議規則第１４条の規定により，上記意見

書（案）を次のとおり提出する。 



 

提 出 先 

内閣総理大臣       安 倍 晋 三  様 

農林水産大臣       𠮷 川 貴 盛  様 

衆議院議長        大 島 理 森  様 

参議院議長        伊 達 忠 一  様 

広島県知事        湯 﨑 英 彦  様 

広島県議会議長      中 本 隆 志  様 

 

 

発議第６号 

 

主要農産物（米・麦・大豆）の種子を保全する新たな法整備や条例整備と施策を求め

る意見書（案） 

 

主要農産物種子法は，昭和２７年（１９５２年）に二度と国民を飢えさせないため，日本

の基幹作物である米，麦，大豆の種子の生産と普及を「国の役割」と定めた法律である。

以来，農家の安定的な経営のため，都道府県の各地域の風土にあった品種が開発され，

現在，米の種子は１００％自給している。この主要農産物種子法は，平成３０年（２０１８

年）３月末日をもって廃止された。 

政府は主要農産物種子法が廃止されても，種苗法で補えるとしているが，種苗法は種

子を開発した企業の知的所有権を守る法律であり，主要農産物種子法による法的根拠

を失った都道府県は予算措置ができず，各地域の風土にあった品種の開発・保全・供

給を，いずれ放棄してしまうことが心配され，種苗法だけになれば，民間の知的所有権だ

けが守られることになる。 

また，農業競争力強化支援法では，独立行政法人や都道府県が有する種子生産に

関する知見を民間事業者に提供することを促進しており，民間事業者に今まで国が行な

ってきた役割を託するためと考えられる。しかし，これは，日本人が先祖から受け継いでき

た種子や，今まで国民の税金で維持管理してきた品種の情報を，民間企業に提供する

ことになり，この情報をもとに開発された品種の知的所有権は種苗法により民間企業のも

のとして２５年間守られ，農家はその間自家採取ができなくなる。これでは種子の公共性



 

が著しく失われ，ひいては農業・農村の有する多面的な機能も失われる。 

規制緩和は民間の活力が投入されてよい点は多々あるが，基幹作物の種子に関して

は，国民の食の権利を守るという観点からも，官の役割が必要と考える。 

主要農産物種子法廃止にあたり，参議院では付帯決議として「都道府県での財政措

置」「種子の国外流出の禁止」「種子独占の弊害の防止」などが求められている。 

国民の食の権利と安全を守り，農業・農村の持続的発展を維持するために，公共財と

しての日本の種子を開発・保全・供給するための新たな施策を次のとおり強く要望するも

のである。 

 

１ 国にあっては，公共財としての日本の主要農産物の種子を開発・保全・供

給するための新たな法整備を行うこと。 

２ 広島県にあっては，公共財としての主要農産物の種子の開発・保全と供給

するための広島県条例制定を行うこと。 

 

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和元年（２０１９年）６月２８日 

 

三 次 市 議 会  











 

  

 令和元年（２０１９年）１２月１８日 

 

 三次市議会議長 様 

 

提 出 者            

議 員  竹 原 孝 剛    

〃   大 森 俊 和    

〃   亀 井 源 吉    

〃   宍 戸   稔    

〃   新 家 良 和    

〃   杉 原 利 明    

〃   澤 井 信 秀 

〃   鈴 木 深由希 

〃   藤 井 憲一郎 

 

 

日米地位協定の抜本的改定を求める意見書（案）の提出について 

 

 地方自治法第９９条及び三次市議会会議規則第１４条の規定により，上記意見

書（案）を次のとおり提出する。 



 

提 出 先 

衆議院議長        大 島 理 森  様 

参議院議長        山 東 昭 子  様 

内閣総理大臣       安 倍 晋 三  様 

防衛大臣         河 野 太 郎  様 

 

 

発議第８号 

  

日米地位協定の抜本的改定を求める意見書（案） 

 

在日米軍の兵士らによる事件・事故は，旧日米安保条約が発効した１９５２年

から現在までに全国で２１万件を超え，日本人の死者は１０９３人に達している。

中でも，沖縄での事件・事故が圧倒的多数を占めていると言われている。 

こうした事件・事故の背景には，国内法を無視した米軍用機の低空飛行などを

認める航空特例法や，事故の際日本側に立ち入り権のないこと，刑事裁判権にお

ける米軍の特権などを定めた日米地位協定がある。 

全国知事会は，２０１８年７月，日米地位協定の抜本改定を含む「米軍基地負

担に関する提言」を全会一致で採択した。これは，２０１６年に故翁長雄志沖縄

県知事が全国知事会に要望して設置された「全国知事会米軍基地負担に関する研

究会」において，２年間にわたって研究，検討された内容を踏まえて出された画

期的な提言である。その後，２０１９年７月時点での全国自治体の意見書採択は

７道県と１５２市町に達している。 

日米地位協定によって，米軍関係者の事件・事故の中には刑事責任を問うこと

ができず，住民が危険を訴える訓練をとめることができない。オスプレイが航空

法で定められた最低安全高度を違反して訓練している実態をとめられない。また

基地内で環境汚染が発覚しても，米軍に立ち入りを拒否される状態である。 

にもかかわらず，日米地位協定は，１９６０年に締結されてから一度も改定さ

れておらず，日本政府は改定交渉を提起したこともない。 

米軍が駐留しているドイツやイタリアでは，受け入れ国が基地の管理権を確保



 

し，自国の国内法を米軍に適用している。日米地位協定は余りに不平等と言わざ

るを得ない。 

よって，国においては、次の措置を講ずるよう強く要望する。 

 

1 国は，日米地位協定を抜本的に見直し，基地提供の期間や使用目的など条件の

明記，米軍への国内法の原則適用，基地内の事故現場での日本側の立ち入りな

どを実現すること。 

 

以上，地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和元年（２０１９年）１２月１８日 

 

三 次 市 議 会 

 


